
平成21年度第２回栃木県大規模小売店舗立地審議会議事録（要旨）

Ⅰ 開 催 日 時 平成21年８月24日（月）午後２時～午後３時

Ⅱ 開 催 場 所 ニューみくら305会議室

Ⅲ 議 事 日 程

１ 開会

２ 議事録署名人の指名

３ 議題

(1) 審議事項

・大規模小売店舗の届出に対する意見について

①ニトリ那須塩原店の新設届出

(2) 報告事項

・大規模小売店舗立地法に基づく届出状況について

４ 閉会

Ⅳ 出席者

〔委 員〕 大森宣暁、戸室康子、中野有朋、橋本康夫、古橋克夫、星法子、森本章倫

以上７名

〔事務局〕 経営支援課 小林課長、清嶋課長補佐（商業活性化担当）、鈴木主査、豊

住主事



Ⅴ 議事の経過

午後２時、司会の清嶋課長補佐が開会を宣言し、本日の審議会は委員７人が出席し、栃

木県大規模小売店舗立地審議会規則第５条第２項の規定により、有効に成立する旨報告

古橋会長から、議事録署名人として星委員と森本委員が指名され、議事に入った。

次に議題１審議事項①の「ニトリ那須塩原店の新設届出」について、会長の指示により

事務局から説明を行った。

その後、会長が委員に意見を求めたところ、会長、委員、事務局の間で以下のような質

疑応答があった。

委員 ：平均駐車時間係数の意味を教えてほしい。

事務局 ：来店車両の平均駐車時間である。

委員 ：地元説明会の質問内容は何か。

事務局 ：那須塩原店で見込む売上額について教えてほしいという内容

委員 ：借地ということであるが地主はどこに住んでいるか。

事務局 ：店舗の近隣である。

委員 ：国道４号を北上する退店経路の周知方法と道路状況を教えてほしい。

事務局 ：周知方法はチラシ、ホームページ等で行うと設置者から聞いている。道路は

２車線だが一定の幅員が確保されている。

委員 ：市道側出入口の交差点からの距離はどのくらいあるか。

事務局 ：横断歩道から12ｍである。

委員 ：騒音予測地点の高さを教えてほしい。

事務局 ：等価騒音の予測地点が1.2ｍと4.2ｍ、夜間最大値の予測地点が6.4ｍである。

委員 ：計画地は下水処理区域か。

事務局 ：下水道供用開始区域となっていると聞いている。

その後、会長が委員に意見を求めたが、特に意見はなく、本案件については「法第４条

に基づく指針を勘案して、那須塩原市及び住民等の意見に配慮した上で総合的に判断した

結果、意見を有しない旨を通知すべきとしたい。」との答申案について委員に諮ったとこ

ろ、全員異議なくこれを了承した。

次に、議題２報告事項の「大規模小売店舗立地法に基づく届出状況」について、事務局

から説明が行われたが、特に質疑応答はなかった。

その後、会長から、他に何もなければ閉会にしたいとの発言があり、出席委員の同意を

得た後、会長から本日の会議の終了が宣せられ、午後３時に審議会は終了した。


